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告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
関
す
る
公
告
（
西
部
創
造
）

一

○

〃

（
北
部
創
造
）

一

○
く
ま
が
や
農
業
協
同
組
合
農
地
保
有

合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
承
認

（
農
業
政
策
課
）

一

○
都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

（
都
市
計
画
課
）

二

○
東
松
山
都
市
計
画
事
業
市
の
川
特
定

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
認
可

（
市
街
地
整
備
課
）

三

○
建
築
士
を
対
象
と
す
る
講
習
の
埼
玉

県
指
定
講
習
実
施
要
綱
に
基
づ
く
知

事
指
定

（
建
築
指
導
課
）

三

○

〃

（

〃

）

三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

四

○

〃

（

〃

）

四

○

〃

（
東
松
山
県
土
）

四

○
個
人
演
説
会
等
施
設
の
指
定

（
選

管

委
）

四

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部
Ｎ
Ｐ

Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
創
造
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ

Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
四
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

人
材
紹
介
研
究

所
三

代
表
者
の
氏
名

塩
野

時
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
越
市
大
字
上
松
原
三
百
二
十
五

番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
就
職
希
望
者
に
対
し
「
職

業
能
力
開
発
講
座
」
を
実
施
す
る
。
ま
た
、

就
職
希
望
者
に
対
し
、
職
業
紹
介
を
す
る
。

そ
の
他
高
校
、
大
学
等
の
進
路
指
導
、
進
学

指
導
等
の
業
務
を
請
け
負
う
。
こ
れ
ら
の
活

動
に
よ
り
、
雇
用
機
会
の
拡
充
を
支
援
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
八
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
亜
味

三

代
表
者
の
氏
名

山
白

千
津
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
熊
谷
市
拾
六
間
六
百
五
十
四
番
地

三
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

日
本
語
教
育
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
、

質
の
高
い
教
育
を
行
い
、
人
権
擁
護
と
社
会

教
育
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

ま
た
、
外
国
語
学
習
に
興
味
が
あ
る
者
に

外
国
語
教
育
を
行
い
、
そ
の
収
益
を
外
国
人

留
学
生
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
国
際
協
力
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
八
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五

埼玉県発行
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年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
に
関

す
る
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

変
更
承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業

の
実
施
に
関
す
る
規
程

く
ま
が
や
農
業
協
同
組
合
農
地
保
有
合
理

化
事
業
規
程

二

変
更
承
認
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
五
日

三

変
更
承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業

の
種
類

農
地
売
買
等
事
業

農
地
信
託
等
事
業

研
修
等
事
業

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所

別
記
一
の
と
お
り

二

公
述
申
出
書
の
様
式

別
記
二
の
と
お
り

三

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

イ

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課

電
話
〇
四
八
―
八
三
〇
―
五
三
三
七

ロ

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
村
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

組
合
の
名
称

東
松
山
市
市
の
川
特
定
土
地
区
画
整
理
組

合
二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

東
松
山
市
加
美
町
、
大
字
市
の
川
字
悪
戸
、

字
東
耕
地
、
字
東
、
大
字
松
山
字
峯
の
各
一

部
四

事
務
所
の
所
在
地

東
松
山
市
松
葉
町
一
丁
目
一
番
五
十
八
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
三
年
十
二
月
二
十
四
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
一
号

建
築
物
の
設
計
及
び
工
事
監
理
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
の
維
持
向
上
を
図
る
上
で
奨
励
す

べ
き
講
習
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

実
施
法
人
の
名
称
及
び
住
所

社
団
法
人
埼
玉
建
築
士
会

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目

一
番
七
号
埼
玉
建
産
連
会
館

二

定
期
講
習
又
は
特
別
講
習
の
別

定
期
講
習

三

講
習
の
名
称

建
築
士
の
た
め
の
講
習
会

四

講
習
の
対
象
者

建
築
士
一
般

五

講
習
の
実
施
頻
度
、
実
施
時
期
及
び
実
施

期
間

イ

実
施
頻
度

年
一
回
以
上

ロ

実
施
時
期

通
年

ハ

実
施
期
間

一
日
間

六

指
定
の
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十

年
十
二
月
十
八
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
二
号

建
築
物
の
設
計
及
び
工
事
監
理
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
の
維
持
向
上
を
図
る
上
で
奨
励
す

べ
き
講
習
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

－３－
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平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

実
施
法
人
の
名
称
及
び
住
所

社
団
法
人
埼
玉
県
建
築
士
事
務
所
協
会

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目

一
番
七
号
埼
玉
建
産
連
会
館

二

定
期
講
習
又
は
特
別
講
習
の
別

定
期
講
習

三

講
習
の
名
称

建
築
士
事
務
所
の
管
理
講
習
会

四

講
習
の
対
象
者

開
設
者
及
び
管
理
建
築
士

五

講
習
の
実
施
頻
度
、
実
施
時
期
及
び
実
施

期
間

イ

実
施
頻
度

年
一
回

ロ

実
施
時
期

原
則
と
し
て
十
月
か
ら
十
二
月
の
間

ハ

実
施
期
間

一
日
間

六

指
定
の
期
間

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十

年
十
二
月
十
八
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日

指
令
行
整
第
一
九
〇
〇
四
一
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
四
日
第
六
十
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
上
崎
字
前
原
三
二

〇
―
一
、
三
二
〇
―
八
、
三
二
〇
―
九
、
三

二
〇
―
一
〇
、
三
二
〇
―
一
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
道
地
一
二
二
三
番

地
吉
野
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
野

道
夫

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
五
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
〇
一
三
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
五
日
第
六
十
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
志
部
一

四
五
八
、
一
四
五
九
、
一
四
六
〇
、
一
四
六

一
、
一
四
六
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社

飯
田
産
業

代
表
取
締
役

兼
井

雅
史

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

谷

口

建

一

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
五
月
三
十
日

第
一
五
〇
三
〇
五
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
五
日

第
一
九
〇
〇
八
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
字
鳩
山
一
八

四
番
一
〇

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
二
二
九
番
地

�
口

計
子

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
熊
谷

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

施
設
の
名
称

所

在

地

管
理
者

収
容
人
員

江
南
第
二
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

熊
谷
市
千
代
二
九
三
番
地
一
〇

熊
谷
市
長

六
〇
人

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －４－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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